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流山市青少年社会環境浄化事業報告 

 流山市では、「子どもたちの健全育成と非行防止」のために、地域の大人たちを対象に「青少年社会環境浄化事

業」を行っています。主に、よりよい社会環境づくりや、地域・家庭の教育力の向上を目指しています。 

《令和７年度北部地区活動報告》 

〇近隣店舗を対象に実施した店舗利用のマナーに関する調査（以下、調査報告を一部抜粋） 

 

～店舗 A～ 

「マナーのいい学生もいるので、悪いマナーが目立つ。万引きが疑われる児童生徒がいる。広い店舗ではない 

ため、立ち話など長時間にわたってされると迷惑である。（児童生徒に限らず保護者も。）」 

～店舗 B～ 

「万引きしようとしていることが過去にあった。」 

 

 大多数の人が安全に近隣店舗を利用していますが、一部、マナー違反や迷惑行為が確認されたということでした。

子どものマナー向上のために、地域の方や店舗の皆さまの協力が不可欠です。良いことも、そうではないことも「大人

の背中を見て育つ」子どもです。大多数の子どもが健全に店舗を利用できているのは、日頃より、保護者の皆さまの

ふるまいや、子どもへ声かけをしてくださっている賜物です。いつもありがとうございます。引き続き、地域の子どもたち

の模範となることを心がけていきましょう。 

 

〇「GLP」カフェスペースの利用マナー調査 

 「GLP」カフェスペースは、北部地区の多くの子どもたちが利用している施設であり、企業の「地域の人たちの交流

の場を作ってあげたい！」という善意の想いで提供されているスペースですが、一部利用者の利用状況の悪さによ

り、一般開放に対して疑問の声が出ている現状があります。 

《好ましくない利用状況の例》 

・学生が大人数でスペースを占領し、従業員が利用できない。 

・利用場所にゴミが放置されている。 

・大声で騒いでいる人がいる。    

以上の内容を踏まえ、すでに利用を控えるよう通達されている団体もあります。利用マナーについて、今一度見直

してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

周囲の人は私たちをどんな

目で見ているだろう。 

私たちが集まったとき、 

人は近寄りやすいかな 

  



〇近隣小・中・高等学校における生活指導の実態の共有 

 北部地区では、小中学校で行われている生活指導について、地域の皆様にもご理解・ご協力いただき、地域・家庭

の教育力の向上につなげることが出来ればと考えています。以下に、一部抜粋して共有します。 

 

《流山市立新川小学校》 

①「新川１１の行動」というタイトルで、模範となる児童の姿を示しています。 

②不審者情報有・悪天候時のパトロールを実施しています。 

③正門前でのあいさつ運動（校長、生徒指導部等）を実施しています。 

《流山市立江戸川台小学校》 

①「江戸小スタンダード」というタイトルで、模範となる児童の姿を示しています。 

②不審者情報有・悪天候時のパトロールを実施しています。 

③正門前で朝のあいさつ運動を実施しています。 

《流山市立北部中学校》 

①身だしなみについて・・・入試や面接で通用する身だしなみ（髪型、服装）を約束としています。 

②生活について・・・・・・・・登下校中寄り道や飲食はせず、下校時間を守って帰宅するよう指導しています。 

《千葉県立流山北高等学校》 

①身だしなみについて・・・夏季、冬季それぞれの制服の着こなしのきまりを守るよう指導しています。 

②生活について・・・・・・・・駅前のコンビニ及びロータリー、GLP のカフェスペースなど、近隣の方も利用するスペ

ースに関しては、集団で居座らない、その他周囲の迷惑となるような行動は慎むよう指導しています。 

 

  特に登下校中は、学校・家庭の目が行き届きづらい時間になるので、地域の目で子どもたちを見守り続けることが

求められます。生活指導の形は学校段階によって様々ですが、「子どもたちの健全育成と非行防止」というテーマは

共通しているはずです。学校・家庭・地域が共通のテーマのもと連携し、よりよい北部地区を作りましょう。 

 

〇流山市の条例に基づく青少年の夜間外出に関する規定の確認 

  青少年の夜間外出は、千葉県の条例等により禁止されている時間帯があります。 

 店舗開店 

～午後６時 

午後６時 

～午後１０時 

午後１０時 

～午後１１時 

午後１１時 

～翌朝４時 

一般の店舗や 

商業施設 

〇１６歳未満 

（子どもだけ） 

〇１８歳未満 

（保護者と一緒） 

〇１８歳未満 

（保護者と一緒） ✕ 

ゲームセンター 〇１６歳未満 

（子どもだけ） 

〇１８歳未満 

（保護者と一緒） ✕ ✕ 

カラオケ店 〇１６歳未満 

（子どもだけ） 

〇１８歳未満 

（保護者と一緒） 

〇１８歳未満 

（保護者と一緒） ✕ 

◎小中学生が「子どもだけ」で外出する場合には、【午後６時までに帰宅】しましょう。 

 

今年度もたくさんの近隣店舗の皆さまにご協力いただきました。ありがとうございます。アンケート調査の報告な

ど、実行委員会が開催された際にも、北部地区の先生、学校地域補導員、青少年相談員、民生委員、保護司など、

多数の出席により、様々なご意見をいただくことができました。来年度も引き続き、地域・家庭の教育力を向上させ

ていけるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 


